
別 紙  

１． 電気通信サービス関係 

(1) サービス別件数  

区   分 21 年度  

携帯電話・ＰＨＳ １３３ 

インターネット １２５ 

国内電話  ２０ 

国際電話  １ 

番号案内  ６ 

その他 ５０ 

合    計 ３３５ 
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(2) 内容別件数 

区   分 21 年度  

利用停止・契約  ５７ 

料金徴収  ４５ 

情報提供サービス ３１ 

営業活動  ２０ 

提供条件  １５ 

通信の秘密  １６ 

装置・設備  １８ 

制度  １３ 

迷惑通信  １３ 

従業員対応  ８ 

サービス品質 ２ 

その他 ９７ 

合     計 ３３５ 

17%

 

(3) 特徴等 

ア． サービス別でみると、「携帯電話・ＰＨＳ」に関するものが１３３件で約４０％を占め、次

いで「インターネット」に関するものが１２５件で約３７％となっています。この２つのサービ

スで全体の約７７％を占め、これらを利用したトラブルに関する相談が依然として多く寄

せられています。 

イ． 内容別でみると、「利用停止・契約」に関するものが５７件で全体の約１７％を占め、次

いて「料金徴収」に関するものが４５件で約１３％、「情報提供サービス」に関するものが３

１件で約９％となっています。 

相談の内容としては、「解約時の違約金請求」及び「中古端末を購入したが使用でき

ない」等の約款上の問題に関する相談が多くを占めています。 
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【参 考】 

当局では、携帯電話やインターネットなどの電気通信サービスに関するトラブルに消費者が巻

き込まれないよう、次の取組みを積極的に行っています。 

○ 「ｅーネットキャラバン」への講師派遣  

子供たちがウイルス、迷惑メール、個人情報漏洩、架空請求詐欺、学校裏サイト、プロフなどのトラ

ブルに巻き込まれる事を未然に防止するため、子どもたちを保護・教育する立場にある保護者、教職

員、その他子どもたちを保護・教育・指導する方々を対象にしたインターネットの安心・安全利用に関

する啓発を目的として、インターネットや携帯電話の安心・安全利用に関する講座の開催申込みを受

けて講師を派遣しております。 

なお、講師の派遣に伴う謝金や交通費は原則的に不要となっております。 

 

○ 電気通信サービスモニター会議の開催 

公募により委嘱した管内１２０名の電気通信サービスモニターから、電気通信サービスに関する意

見や要望を消費者の立場から幅広くいただき、安心・安全なサービスの向上に努めています。 

 

○ 消費生活センターとの連携  

各地の消費生活センターへ赴き、電気通信に関する制度や苦情・相談等の最新情報を提供する

とともに、消費者保護に関する意見交換を行うことで、相談者への適切な対応が可能となるよう連携

強化に努めています。 

 

○ 消費者に対する周知啓発  

東北総合通信局ホームページ内への「電気通信サービス消費者情報コーナー」の設置や消費者

向けパンフレットの配布など、周知啓発に努めています。 

 

 

 

２．放送受信障害関係 

(1) 原因別件数 

区     分 21 年度  

自己受信設備不良  １４１ 

建造物  １１ 

その他の障害源  ８ 

ブースター ２６ 

無線局  １４ 

電気雑音  ３２ 

原因不明  ５０ 

合       計 ２８２ 
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・「自己受信設備不良」は、共同受信設備や個人の受信設備の不良によるものです。  

・「建造物」は、ビル、鉄塔などの建造物による障害です。  

・「その他の障害源」は、高周波利用設備などの電波による障害です。 

･「ブースター」は、テレビ電波を増幅する機器で、温度変化などにより異常発振を起し障害を与えるものです。  

11%



 

(2) 特徴等 

「自己受信設備不良」が１４１件で５０％を占め、次いで近隣家庭で設置した「ブースター」

からの障害が２６件で約９％となっています。この２つの原因で全体の約６０％を占めており、

テレビ本体やアンテナ系の老朽化に起因する相談が多く寄せられています。 

【参 考】 

当局では、東北受信環境クリーン協議会（※）の協力を得ながら、相談を受けた受信障害の

解消のために必要な対策について、助言・指導を行っています。 

 

※ 東北受信環境クリーン協議会は、東北総合通信局、ＮＨＫ、民間放送事業者、電気事業者、メーカー、電気

商業組合などで組織され、テレビ、ラジオ放送等の受信障害をなくす活動を行っている団体です。 

３．地上デジタルテレビ放送関係 

(1) 内容別件数 

区     分 21 年度  

放送エリア ４９ 

放送開始時期  １７ 

受信方法・機器  ４２ 

特徴・メリット １９ 

共同受信  ７１ 

アナログ終了  ３ 

デジタル移行支援  ５０ 

その他 ３５ 

合      計 ２８６ 
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(2) 特徴等 

ア 「共同受信」に関するものが７１件で２５％、「デジタルへの移行支援」に関するものが５

０件、「放送エリア」に関するものが４９件でともに１７％、「受信方法・機器」に関するもの

が４２件で１５％と、これら４区分で全体の７４％を占めています。 

イ 相談内容からみると、共同住宅のオーナーや居住者からの地デジ視聴方法の相談、

簡易なチューナー支援・新たな難視地区対策といった移行支援に関する相談、地上デジ

タル対応テレビの設定方法やアンテナの調整方法等具体的な視聴方法の相談が多く寄

せられています。 

 



【参 考】 

○ 東北総合通信局ホームページ内に、「地上デジタルテレビ放送のご紹介コーナー」を設け

るとともに、「アナログ放送終了の周知、デジタル放送移行への理解、デジタル放送の受

信方法、デジタル化に便乗した悪質商法への注意等」に関するパンフレット等を作成・配

布するなど、周知・広報に努めています。 

http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/digital/index.html 

 

○ 地上デジタルテレビ放送の「放送エリア」や「放送開始時期」については、次のホームペー

ジで確認できます。 

・ 現在視聴できる地上デジタル放送のエリアの「めやす」（郵便番号等からも検索） 

http://dpa.or.jp/  (社団法人デジタル放送推進協会) 

・ 地上デジタルテレビ放送中継局ロードマップ（中継局の開局目標時期） 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/datashu/datashu_03.html 

(地上デジタル推進全国会議) 

 

○ テレビ受信者の皆様からのお問い合わせには、「総務省地上デジタルテレビジョン放送

受信相談センター」（地デジコールセンター、電話：０５７０－０７－０１０１）で、一括して受

け付けています。 

 

 

 

４． 混信・申告関係 

(1) 原因別件数 

区    分 21 年度  

不法無線局  ５６ 

運用違反  １１９ 

雑音  ３１ 

音声入感  １３ 

その他 ９ 

合     計 ２２８ 

（「その他」には原因不明を含む。） 
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(2) 特徴等 

「運用違反」に関するものが１１９件（５２％）と最も多く、次いで「不法無線局」（不法市民

ラジオ、不法パーソナル無線、不法アマチュア無線など）によるものが５６件（２４％）、「雑音」

が３１件（１４％）となっています。 
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【参 考】 

当局では、混信の申告に対して、内容の分析や情報収集を行い、必要な場合は現地調査

を実施するなどして迅速に対応しています。 

また、無線局の適切な利用ルールや、不法無線局が社会に及ぼす悪影響などの周知広

報を行っているほか、混信等の主な原因である不法無線局について、捜査機関等との共同

取締りなどを強化しているところです。 

 

 

 

５． 電磁環境関係 

(1) 内容別件数 

区     分 21 年度  

生体電磁環境  ６３ 

自己設備不良  － 

無線局  ３ 

電子・家電機器の誤動作  １５ 

その他 １ 

合     計 ８２ 

 

・ 「生体電磁環境」は、電磁波の人体への影響の相談及び電波利用における人体の防護指針の問い合わせ等  

・ 「自己設備不良」は、無線機の劣化等により発生したノイズによる無線通信への妨害  

・ 「無線局」は、明らかに不法無線局が原因による電子・家電機器の誤動作  

・ 「電子・家電機器の誤動作」は、原因不明による電子・家電機器の誤動作  
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(2) 特徴等 

「生体電磁環境」に関する相談が６３件（７７％）を占めており、携帯電話やＩＣタグなど電

波を使用した機器が身近で利用でき、便利な生活環境をもたらすようになっている反面、

生体電磁環境に関する相談が引き続き多く寄せられています。 

 

【参 考】 

当局では、より安全で安心な電波利用環境の実現に向けた総務省の取り組み、電波が人

体に及ぼす影響などについて、一般の方を対象とした電波の安全性に関する講演会を、管

内主要都市において開催しています。（平成２１年１０月２０日、山形市で開催） 

 



【当局相談窓口】 

 

○ 電気通信サービス関係（インターネット、電話等に関すること） 

情報通信部電気通信事業課 ： ０２２－２２１－０６３２ 

 

○ 放送受信障害関係（テレビ、ラジオ放送の受信障害に関すること） 

放 送 部 放 送 課 ： ０２２－２２１－０６９８ 

 

○ 地上デジタル放送関係 

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター ： ０５７０－０７－０１０１ 

放 送 部 放 送 課 ： ０２２－２２１－０７００ 

 

○ 混信・電磁障害関係（無線局に対する混信、電磁障害等に関すること） 

電波監理部電波利用環境課 ： ０２２－２２１－０６４１ 

 

○ 情報通信行政全般（情報通信に関する一般的なお問い合わせ・意見等） 

総 合 通 信 相 談 所 ： ０２２－２２１－０６１０ 

 


